
私、介護施設事業者のシマダです。

佐世保市内に新しくできる高齢者施設に入所
する権利が当たりました。

あなたに１千万円を振り込みます。

あなたが断った場合、他の人に権利を譲るこ
とになりますが、いいですね。

ある日、自宅の固定電話に･･･

その後、自宅の固定電話に･･･

私は弁護士のタカハシです。

あなたが高齢者施設の入居権利を他人に
譲った行為は犯罪です。

解決金が必要です。

９月下旬に、このような不審電話に関する情報を複数把握してい
ます。

このケースでは、複数の高齢者施設事業者が電話を掛けてきて、
佐世保市内の実在する町名を挙げて、被害者を騙そうとしています。

その他に、金融庁を名乗る男からも電話があり、口座の残高など
を聞かれています。

ニセ電話詐欺の被害に遭わないためには、常時留守番電話設定や、
迷惑電話防止機能が付いた電話機等を設置することが有効です。

不審な電話を受けた場合は、家族や警察に相談しましょう。
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